
※　○印：提出するもの

※１　個人の指定店として廃止届を提出後，法人の指定店として新規の指定を受けること（届出は同時提出してよい。）。
※２　当該事由が発生した日から，２週間以内に提出すること。
※３　変更のあった日又は，廃止・休止した日から３０日以内に提出すること。※４　再開した日から１０日以内に提出すること。

※５　指定・更新の申請手数料として１０，０００円の負担が発生します。

指定申請（法人）水道法第２５条の２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

指定申請（個人）水道法施行規則第１８～２０条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

指定更新（法人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

指定更新（個人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業形態の変更（個人→法人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※１

給水装置工事主任技術者の選任 ○ ○ ○ ○ ○

給水装置工事主任技術者の解任 ○ ○ ○

氏名又は名称（法人） ○ ○ ○ ○

氏名又は名称（個人） ○ ○ ○

法人の代表者 ○ ○ ○ ○

住所（法人） ○ ○ ○

住所（個人） ○ ○

法人の役員氏名 ○

事業所の名称・所在地 ○ ○

指定店の廃止・休止・再開 ○

水道法第２５条の３の２

※２
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